
福岡県生活安全課  

 

 

性暴力対策アドバイザー授業の手引きの事例の取扱いについて 

 

 

 福岡県性暴力対策アドバイザー授業のテキストでは、中学校と高等学校にお

いて、事例を取り扱うこととしています。 

 事例を通して、中学校においては性暴力が起こる背景について、高等学校にお

いては被害後の影響や二次被害について理解を深めることを目的としています。 

 テキストで取り扱う事例については、侵襲性が高いという特徴があることを

考慮し、被害に遭われた方の回復の兆しがみえたところで終話としています。ま

た、アドバイザーは、事例を共有した後にはリラクセーションを取り入れるなど、

子どもたちが安堵感や安心感を得ながら授業を受けられるように心掛けていま

す。 

 なお、テキストで取り扱っている事例については、架空のものであること、ま

た、性暴力の被害者／加害者に性差はないことを申し添えます。 

 この授業を受ける児童生徒に限らず、性暴力被害に遭われた方等には、性暴力

被害の詳細について具体的に触れることでフラッシュバック等が引き起こされ

る可能性があります。 

 このため、注意喚起せずに事例を出すこと、事例の一部を切り取って被害者を

責めるような防犯の呼びかけに利用することなどは適切ではありません。また、

事例の内容も架空のものであることから実際にあったこととして扱うことがな

いよう、事例の取扱いについては特に御留意ください。 



到達目標
性暴力の実態と社会の取り組みを知る。

高校生は、自立した大人となるための移行期間である。人間関係が広がる
中で特に、身近な関係性（学校の先輩・同級生、交際相手、指導者など）の
中で性暴力が起こっている。相談できる大人がいる場合は適切なサポートを
受けられることもあるが、一人で抱え込むことも多い。

①性暴力は身近で発生していることを知る。
性暴力は他人事ではない、自分自身も被害者や関係者になり得る。

②被害の影響を知る。

被害にあうことで、身体・精神症状、考え方の変化、喪失体験や二次的ス
トレスなども発生すること、被害者だけでなく家族などの周囲にも影響が及
ぶこと、その影響が長期的に続くこともあることを知る。

③二次被害を生まないためのまわりの行いを知る。

性暴力の責任は加害者にあり被害者に責任を押し付けないこと、二次被害
を生まないための周りの行いについて考え、正しい知識を選ぶことの大切さ
について共有する。

④性暴力についての社会資源とその役割を知る。

他の犯罪被害と比べて、性暴力は潜在化しやすく暗数が多いといわれてい
る。相談先については複数の選択肢を知り、選べることを伝えていくと同時
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に、対処していくための具体的な方法があることを伝える。
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【留意点】
高校生版は生徒にも配布することを前提に作っている。
事例は配布しない。
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【ポイント】
本授業の基本となる考え方を伝える。
なぜ境界線の概念が役に立つのか、の導入となる。
このスライドのフレーズは、大事なことなので、授業の中で繰り返し伝える。
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【ポイント】
本来「境界線」の学習は小学校高学年で取り扱うものだが、本制度の試行期
間中の高校生は、知識として習得できていない可能性が高い。
安心や安全、自分や他者の尊厳を考えるときに共有したいイメージで、性暴
力の授業でも欠かせない視点であるため、今回「境界線」の説明を加えた。

【留意点】
性暴力や性的同意の説明は、「境界線」の考え方をベースに展開する。
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【ポイント】
心理的な距離も含む「境界線」の考え方を伝える。人だけでなくいろんなも
のが大切に扱われるべきものであることを共有する。
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【ポイント】
自分の「境界線」を守る方法があることを伝える。
「イヤ」という感覚を持つことは、自分を守るために大切なこと。

【留意点】
しなければいけないこと、ではなく、してもいいこととして伝える。
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【ポイント】
相手の反応が自分の思い通りにいかないとき、相手の「イヤ」を自らへの拒
否と受け取るのではなく、相手があなたを信頼しているからこその意思表示
として受け入れられるようになること。
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【ポイント】
◆キースライド（全てのスライドを示す時間がない場合、このスライドを優
先的に示す。）
性的同意について学ぶことは、性暴力の被害者にも加害者にもならないため
に必要な学びである。
「性の境界線」をこえるときの確認として、「性的同意」を説明することで、
生徒のイメージのしやすさを狙っている。

【留意点】
2020年現在、性的同意年齢は13歳であり、刑法上は13歳以上であれば性的同
意ができるとみなされている。
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【ポイント】
性暴力について子どもが持つイメージは、漠然としていたり限定的なもので
あることが多い。ここで明確に定義付けをすることで、この次から挙げる具
体例も入りやすくなる。

【留意点】
大切なことなので、明確に伝える。
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【ポイント】
次スライドから性暴力を例示するにあたって必要な概念。
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【ポイント】
性暴力がどんなことかを知るために、まずイメージしやすい接触型性暴力を
例示する。具体的な行為と「暴力」というワードを結びつけることで、身近
にある性暴力に気付きやすくなる。
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【ポイント】
これも性暴力？もしかしたら自分も（無自覚に）加害者になっていたかもし
れない。という気付きにつながりやすい。その感覚を共有できるといい。
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【ポイント】
自身も被害者や関係者になり得るという現状について、福岡県の統計を通じ
て共有する。

福岡県警の認知件数（令和元年中・確定値）
※認知件数とは、警察に被害の届出がなされた件数。
※データは更新すること

【留意点】
怖がらせることが目的ではない。
また、「被害者にならないように気を付けて」といったような、被害者に行
動の責任を持たせるような発言は、二次被害につながるため控えること。
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【ポイント】
加害者の特徴のスライド

内閣府男女共同参画局
男女間における暴力に関する調査（平成29年度調査）

03 Ⅱ―５無理矢理に性交等された被害経験より
※データは更新すること

【留意点】
怖がらせることが目的ではない。
強姦神話（例：レイプは知らない人から）や二次被害（知っている人なら抵
抗できるはず）と関連して、被害として認識しにくい背景につなげる。
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【留意点】
・事例の取り扱いについて
性暴力の事例２つから各学校のニーズ（例：似たケースが起こったことがわ
かっている学校であれば、違う事例を選ぶなど）にあわせて、１例を選んで
使用する。
学校と事前協議で事例を選択するが、その理由を明らかにしておくこと。あ
くまで学校の都合ではなく、子どもたちへの配慮によるものになっているか、
という視点で選ぶこと。
・事例の振り返りで「被害にあった人が悪いんじゃない」「悪いのは加害
者」と必ず伝える。
※事例スライドは生徒に配布しないこと。
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【ポイント】
被害にあった後に起こる、からだ、こころ、考え方についての影響をイメー
ジしてもらうための事例。
事例の後に、被害後の影響や二次被害についてのスライドが続く。

【留意点】
被害者の性別を特定した事例となるため、性暴力に性別は関係ないことを明
言すること。
※推奨事例
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Aさんのおはなしはここまでです。
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【ポイント】

被害にあった後に起こる、からだ、こころ、考え方についての影響をイメー
ジしてもらうための事例。
事例の後に、被害後の影響や二次被害についてのスライドが続く。

【留意点】

被害者の性別を特定した事例となるため、性暴力に性別は関係ないことを明
言すること。
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Aさんのおはなしは、ここまでです。
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【ポイント】
事例を振り返りながら、さまざまな反応が起こることを共有する。
被害者が抱える自責感について、『悪いのは加害者』と明確に伝える必要が
ある。
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【ポイント】
被害後の反応が正常なものであることを知ることで、被害を受けた場合に自
らのコントロール感を取り戻す助けになることが期待できる。
また、ひとつの被害がその後に与える影響を知ることで、性暴力を生まない
土壌を培っていくことを期待したい。

35



【ポイント】
「二次被害」が起こる背景を考えられるように、例示に留める。

【留意点】
「二次被害」は意図せずに起こることも多い。二次被害を与える人を責める
ものではない。
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【ポイント】
「二次被害」が起こる背景を考えられるように、例示に留める。

【留意点】
強姦神話（レイプ神話）とは、性暴力について持たれている偏った考え方や
誤解のこと。
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【ポイント】
「二次被害」が起こる背景を共有する。

【留意点】
ネットやメディアが悪いという話ではない。
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【ポイント】
次スライド以降に続く”もし性暴力にあったら“の前に一度、正しい情報が得
られるところとしてセンターを例示することで、生徒からセンターへのアク
セスのしやすさを狙ったもの。

事前にホームページをみておく。
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【ポイント】
もし性暴力にあった場合、どういったものが選べるのか、相談したらどうな
るのか。具体的な方法をいくつか知ることで、実際に被害を受けたときの混
乱を少しでも軽減させる。
特別なことではなく普段の生活から取り入れられる方法を共有することで、
自ら援助を求めるときのハードルを少しでも低くする。

【留意点】
被害が繰り返される場合、被害は深刻なものへエスカレートしやすい。その
ことからも、もし性暴力にあった場合は再被害にあわないように、まずは自
分で自分を助けるための手段を選べることが大切といえる。しかし被害者は、
これらを選べないこともある。できないことを責めないように、あくまでも
選択肢として示すこと。
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【ポイント】
◆キースライド（全てのスライドを示す時間がない場合、このスライドを優
先的に示す。）
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【ポイント】
・どうしたらいいかわからない、どうしたいかわからないときに、とりあえ
ず相談できる。
・身近な大人に話しづらいとき（知らない人のほうが話しやすいことがあ
る）。
・匿名で相談したいとき
・電話で相談したいとき（対面よりも顔の見えない電話のほうが話しやすい
ことがある）。
・２４時間３６５日利用できる。

・被害者本人だけでなく、関係者（被害者の友人や家族、支援者等）も利用
できる。

【留意点】

指示的になったり、脅したり、過度な期待を持たせるような説明は控えるこ
と。
性暴力被害者支援センター・ふくおかについて把握しておくこと。
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【ポイント】
適切なケアを受けることで、回復できることを伝える。

【留意点】
指示的になったり、脅したり、過度な期待を持たせるような説明は控えるこ
と。
例：病院に「行かないといけない」など
また、妊娠の表現について、「望まない妊娠」という表現は、生命（胎児
等）にまで向けられたものと同意と解釈されるため控えること。もし表現す
る場合は、「思いがけない妊娠」「意図しない妊娠」「計画していない妊
娠」などとする。
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【留意点】
指示的になったり、脅したり、過度な期待を持たせるような説明は控えるこ
と。
例：警察「行けば必ず事件化してくれる」など
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【ポイント】
子どもだけで抱え込まないように、つなぐことをイメージしてもらうこと。

【留意点】
被害によっては（緊急性が高いケースなど）相手のペースが守れないことも
あるが、そのときも、子どもに責任を負わせないこと。
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